
事  務  連  絡 

竜王町農業再生協議会 

白大豆栽培農家の皆様へ 

 

収穫がほぼ見込めない状態のほ場の取扱いについて（第一報） 

 

現在、竜王町内のほ場にて白大豆の生育状況が非常に悪く、収量が見込めないほ場が

見受けられる現状です。水田活用の直接支払交付金および畑作物の直接支払交付金につ

いて、この場合、被害状況の確認等が必要になってくる場合があります。今後の対応に

ついて当協議会として検討しておりますが、収穫量が非常に悪い見込みであるほ場があ

る場合、農家の皆様には以下の対応をお願いいたします。 

 

①収穫量が見込めないからといって関係機関に連絡なくすき込みを行ってしまうと

交付金などが受け取れなくなる場合があります。すき込みを行う前には、竜王町農

業再生協議会、農業共済組合（大豆共済の全相殺方式に加入の場合）の両者に必ず

連絡をお願いいたします。すき込みについては、関係機関による現地確認後に実施

をお願いします。 

 

 ②被害状況がわかる写真を事前に記録として残してください。 

※筆あたり 3 枚以上記録（ほ場全体・中身・さや等） 

 団地化されているほ場については、３筆以上を抽出し記録をお願いします。 

 

 

 近日中に、具体的な対応方法については通知いたします。 

【連絡先】 

竜王町農業再生協議会 58-3611 

（竜王町役場農業振興課 58-3706） 

（JA 竜王営農振興センター58-3767） 

 


